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（
新
旧
対
照
条
文
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）

（
本
則
）

○
商
標
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（
昭
和
三
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四
年
法
律
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号
）
（
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三
条
関
係
）
・
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・
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・
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・
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・
・
・
・
・
・
・
・
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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○
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
商
標
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
範
囲
）

（
商
標
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
範
囲
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

商
標
権
の
効
力
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
行
為
が

３

商
標
権
の
効
力
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
行
為
が

不
正
競
争
の
目
的
で
さ
れ
な
い
場
合
に
限
る
。

不
正
競
争
の
目
的
で
さ
れ
な
い
場
合
に
限
る
。

一

特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八

一

特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八

十
四
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
」
と
い
う
。

十
四
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
」
と
い
う
。

）
第
三
条
第
一
項
（
特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
第
三
十
条
に
お
い
て
読
み
替

）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
商
品
又
は
商
品
の
包
装
に
特
定
農
林
水
産
物
等
名

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ

称
保
護
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
理
的
表
示
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
地

り
商
品
又
は
商
品
の
包
装
に
特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
第
二
条
第
三
項
に
規

理
的
表
示
」
と
い
う
。
）
を
付
す
る
行
為

定
す
る
地
理
的
表
示
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
地
理
的
表
示
」
と
い
う
。
）

を
付
す
る
行
為

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
損
害
の
額
の
推
定
等
）

（
損
害
の
額
の
推
定
等
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
商
標
権
又
は
専
用

（
新
設
）

使
用
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り
自
己
が
受
け
た
損
害
の
賠
償
を
請
求

す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
侵
害
が
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商
標

（
書
体
の
み
に
変
更
を
加
え
た
同
一
の
文
字
か
ら
な
る
商
標
、
平
仮
名
、
片
仮
名
及
び

ロ
ー
マ
字
の
文
字
の
表
示
を
相
互
に
変
更
す
る
も
の
で
あ
つ
て
同
一
の
称
呼
及
び
観
念

を
生
ず
る
商
標
、
外
観
に
お
い
て
同
視
さ
れ
る
図
形
か
ら
な
る
商
標
そ
の
他
の
当
該
登

録
商
標
と
社
会
通
念
上
同
一
と
認
め
ら
れ
る
商
標
を
含
む
。
第
五
十
条
に
お
い
て
同
じ
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。
）
の
使
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
商
標
権
の
取
得
及
び
維
持
に
通
常
要

す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
、
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
受
け
た
損
害
の
額
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
二
項
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
損
害
の
賠
償
の
請

４

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
損
害
の
賠
償
の
請
求
を
妨
げ
な

求
を
妨
げ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
し
た
者
に

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
し
た
者
に
故
意
又
は
重

故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
損
害
の
賠
償
の
額
を
定
め

大
な
過
失
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
損
害
の
賠
償
の
額
を
定
め
る
に
つ
い
て

る
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
参
酌
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
こ
れ
を
参
酌
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
商
標
登
録
の
取
消
し
の
審
判
）

（
商
標
登
録
の
取
消
し
の
審
判
）

第
五
十
条

継
続
し
て
三
年
以
上
日
本
国
内
に
お
い
て
商
標
権
者
、
専
用
使
用
権
者
又
は

第
五
十
条

継
続
し
て
三
年
以
上
日
本
国
内
に
お
い
て
商
標
権
者
、
専
用
使
用
権
者
又
は

通
常
使
用
権
者
の
い
ず
れ
も
が
各
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商
標
の

通
常
使
用
権
者
の
い
ず
れ
も
が
各
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商
標
（

使
用
を
し
て
い
な
い
と
き
は
、
何
人
も
、
そ
の
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
係
る
商
標

書
体
の
み
に
変
更
を
加
え
た
同
一
の
文
字
か
ら
な
る
商
標
、
平
仮
名
、
片
仮
名
及
び
ロ

登
録
を
取
り
消
す
こ
と
に
つ
い
て
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ー
マ
字
の
文
字
の
表
示
を
相
互
に
変
更
す
る
も
の
で
あ
つ
て
同
一
の
称
呼
及
び
観
念
を

生
ず
る
商
標
、
外
観
に
お
い
て
同
視
さ
れ
る
図
形
か
ら
な
る
商
標
そ
の
他
の
当
該
登
録

商
標
と
社
会
通
念
上
同
一
と
認
め
ら
れ
る
商
標
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
使
用
を
し
て
い
な
い
と
き
は
、
何
人
も
、
そ
の
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
係

る
商
標
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
に
つ
い
て
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
登
録
商
標
に
類
似
す
る
商
標
等
に
つ
い
て
の
特
則
）

（
登
録
商
標
に
類
似
す
る
商
標
等
に
つ
い
て
の
特
則
）

第
七
十
条

第
二
十
五
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
、

第
七
十
条

第
二
十
五
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
、

第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第

第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
第
三
項
、
第
五
十
条

四
項
、
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
一
号
、
第
六
十
四
条

、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
一
号
、
第
六
十
四
条
、
第
七
十
三
条
又

、
第
七
十
三
条
又
は
第
七
十
四
条
に
お
け
る
「
登
録
商
標
」
に
は
、
そ
の
登
録
商
標
に

は
第
七
十
四
条
に
お
け
る
「
登
録
商
標
」
に
は
、
そ
の
登
録
商
標
に
類
似
す
る
商
標
で

類
似
す
る
商
標
で
あ
つ
て
、
色
彩
を
登
録
商
標
と
同
一
に
す
る
も
の
と
す
れ
ば
登
録
商

あ
つ
て
、
色
彩
を
登
録
商
標
と
同
一
に
す
る
も
の
と
す
れ
ば
登
録
商
標
と
同
一
の
商
標

標
と
同
一
の
商
標
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
含
む
も
の
と
す
る
。

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
含
む
も
の
と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）


